
　　<平成２９年４月１日より適用> 事業者番号

　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険制度では、要介護の程度によって利用料が異なります

《通所リハビリテーションご利用料》
　　　　　　　　　〔１日あたりの自己負担額〕

１割負担 ２割負担
６０９円 １,２１７円
７２５円 １,４５０円
８４０円 １,６８０円
９５６円 １,９１１円

１,０７１円 ２,１４２円
７９０円 １,５８０円
９５２円 １,９０４円

１,１１２円 ２,２２４円
１,２７７円 ２,５５３円
１,４３８円 ２,８７５円

５５円 １０９円
２５１円 ５０１円

１,１１０円 ２,２２０円
７６２円 １,５２４円
１２０円 ２４０円
２６０円 ５２３円

２,０８９円/月 ４,１７８円/月
２,１７６円/月 ４,３５２円/月
１,０８８円/月 ２,１７６円/月

低栄養状態の改善等を目的に栄養管理を行った場合（1回につき） １６４円 ３２７円
口腔機能の改善等を目的に口腔機能向上ｻｰﾋﾞｽを行った場合　（１回につき） １６４円 ３２７円

１０９円 ２１８円

２２円 ４４円
１３円 ２７円

サービス提供体制加算（Ⅰ） ２０円 ４０円

＊送迎を行わない場合 （片道） ５２円 減算 １０３円 減算

中重度者ケア体制加算 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、通所リハビリテーションを行った場合

社会参加支援加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の４７/１０００

栄養改善加算　〔月２回限度〕
口腔機能向上加算　〔月２回限度〕

重度療養管理加算
要介護３又は４又は５であって、別に厚生労働大臣が定める状態である方に対して、
医学的管理のもと、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合

介護職員のうち介護福祉士５０％以上

退院（所）日又は認定日から３月以内
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 週２日限度（３月以内）

生活行為向上リハビリテーション実施加算
利用開始から３か月以内

短期集中個別リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 退院（所）日又は認定日から３月以内、月４回以上実施

利用開始から３か月以上６か月以内

通所リハビリテーション計画書同意日の属する月から６か月以内

要　介　護　１
要　介　護　２
要　介　護　３
要　介　護　４
要　介　護　５

当該日の属する月から起算して６か月目以降

【 　利　用　料　金　表　 】
通所リハビリテーション

基
本
料
金

４時間以上６時間未満

要　介　護　１
要　介　護　２
要　介　護　３
要　介　護　４

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）

2712206644

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 計画に基づきリハビリを行った場合（月４回以上利用、１月につき）

要　介　護　５

６時間以上８時間未満

入浴介助加算 入浴介助を行った場合

　　　（地域単位：10.88円）

　　　＊送迎を行わない場合　（片道）　　 ５２円　減算 １０３円　減算

　食費 昼食代 （おやつ含む）
　日用品費 ｼｬﾝﾌﾟｰ・石鹸・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾀｵﾙ・ﾊﾞｽﾀｵﾙ等
　教養娯楽費 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの材料費
　おむつ代

《介護予防通所リハビリテーションご利用料》

　　　　　　　　　〔１日あたりの自己負担額〕

１割負担 ２割負担
要支援１ １,９７２円 ３,９４３円
要支援２ ４,０４２円 ８,０８４円

２６２円 ５２３円
運動器機能向上加算 個別に運動機能向上サービスを行った場合 ２４５円 ４９０円
栄養改善加算 低栄養状態の改善等を目的に栄養管理を行った場合 １６４円 ３２７円
口腔機能向上加算 口腔機能の改善等を目的に口腔機能向上ｻｰﾋﾞｽを行った場合 １６４円 ３２７円

５２３円 １,０４５円
７６４円 １,５２４円
１３１円 ２６２円

要支援１ ７９円 １５７円
要支援２ １５７円 ３１４円

　食費 昼食代 （おやつ含む）
　日用品費 ｼｬﾝﾌﾟｰ・石鹸・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾀｵﾙ・ﾊﾞｽﾀｵﾙ等
　教養娯楽費 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの材料費
　おむつ代

　　　（地域単位：10.88円）

実　費

６１８円
１５５円
１５５円
実　費

アエバ会診療所　通所リハビリテーション

６１８円
１５５円
１５５円

事業所評価加算 事業所評価加算

サービス提供体制加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の４７/１０００加算

そ
の
他

介護予防通所リハビリテーション

基　本　料　金

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上サービスのうち、２種類を選択された場合

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上サービスのうち、３種類を選択された場合

若年性認知症利用者受入加算

そ
の
他


